
 

 

令和８年度 富谷消防署庁舎外壁及び屋根全面塗装工事仕様書 

 

１．工 事 名  令和８年度 富谷消防署庁舎外壁及び屋根全面塗装工事 

 

２．目 的  富谷消防署庁舎及び屋根の塗装が劣化しており、外壁等にはクラックや剥離

が見られることから、庁舎及び屋根の全面塗装と併せて外壁等の改修を行うも

の。（女性隊舎及び渡り廊下は除く） 

 

３．工事場所  富谷市富ケ丘一丁目２０番１号  富谷消防署  

 

４．工 期  契約締結日の翌日から令和８年１１月３０日まで 

 

５．内 容   

  外壁・屋根塗装、改修工事（手摺等付属物含む） 

  （１）仮設工事 

     ①仮設足場 

     ②水平ネット養生 

     ③災害防止養生 

     ④屋根足場 他 

 

  （２）塗装、改修工事（塗装、補修、サイン工事等） 

     ①屋根塗装、屋根ケラバ包み塗装、破風塗装、軒天塗装、パラペット天端塗装 

     ②外壁塗装、柱塗装、ドレンパイプ塗装、ＳＤ扉塗装、バルコニー手摺塗装 

     ③ブルーベリーサイン工事（北側 2 箇所、南側 1 箇所：直接壁面描き） 

     ④ひび割れ補修、浮き補修、欠損補修、シーリング 

 

    ※数量・詳細等は工事費内訳書のとおり 

 

６．現地確認  

 （１）確認場所 

    富谷市富ケ丘一丁目２０番１号   富谷消防署 

   ※現場確認を希望する者は、事前に消防本部総務課（022-345-6778）まで連絡すること。 

   ※現場確認時の安全器具等必要なものは持参すること。 

   ※現場確認時において、質問等には原則回答しない。 

   ※現場確認の回数は、各業者１回とする。 

 

 （２）確認期間 

    令和８年６月１２日（金）から令和８年６月１９日（金）までの午前９時から午後４

時まで。（正午から午後１時までを除く） 

 



 

 

７．提出書類 

 （１）提出書類は、宮城県建設工事例規集に準拠し、提出すること。 

   （着手届及び工事工程表、現場代理人届、完成検査願、完成届等） 

（２）仮設計画図及び足場の強度計算書等の写しを提出すること。 

 （３）改修工事におけるひび割れ補修・浮き補修・欠損補修は調査を行い、下地調査報告書

を作成し、図面及び写真を添付のうえ提出すること。 

 

８．そ の 他   

（１）この仕様書の内容について疑義等が生じた場合は、当組合と協議をするものとする。 

（２）仮設工事は関係省庁に届出を行うこと。その際、当組合に仮設計画図及び足場の強度

計算書等の写しを提出すること。 

（３）石綿の事前調査報告について、関係省庁に届出を行うこと。 

（４）塗装工事におけるサイン工事（ブルーベリー）は直接壁面に描くこと。 

（５）シーリングは、接着性試験を行うこと。 

（６）品質確保のため 1 級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する主任技術者

を当該現場に配置すること。 

（７）工事完了後、契約履行確認した上で、適法な支払請求書受理後の４０日以内に支払う

ものとする。 

（８）消防車両等の出動に支障が無いよう施工すること。 

（９）工事により発生した廃棄物等は、受注者が責任をもって処分すること。 


